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令和元年第９回厚岸町教育委員会会議録

日 時 令和元年６月26日 午後１時30分

招 集

場 所 厚岸町立太田小学校 １階コモンスペース

開 会 日 時 令和元年６月26日 午後１時30分

閉 会 日 時 令和元年６月26日 午後１時45分

田 辺 正 保

濱 秀 利

出 席 委 員

平良木 宣 行

森 脇 直 美

欠 席 委 員

会議録署名 教 育 長 酒 井 裕 之

委 員 委 員 平良木 宣 行

会 議 事務局職員 管理課長 真里谷 隆

出 席 者 管理課長補佐 車 塚 洋

生涯学習課長 渡 部 貴 志

海事記念館館長 三 浦 博 哉

スポーツ課長 髙 橋 俊 彦

その他の者
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議事日程

日
議案番号 付 議 事 件

程

１ 開会

２ 会期の決定

３ 前回会議録の承認

４ 会議録署名委員の指名

５ （議 案）

議案第44号 厚岸町文化財専門委員会委員の委嘱について【原案可決】

厚岸町海事記念館協議会委員の任命並びに厚岸町郷土館運営審
議案第45号 議会委員及び厚岸町太田屯田開拓記念館運営審議会委員の委嘱

について【原案可決】

７ 閉会
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令和元年第９回厚岸町教育委員会

令和元年６月26日

午後１時30分開会

●教育長 ただいまから、令和元年第９回厚岸町教育委員会を開会

します。これから、本日の会議を開きます。

なお、本日の日程は、既に配付されている日程表のとお

りであります。

●教育長 日程第２「会期の決定」についてであります。委員会の

会期を本日、６月26日の１日間としてよろしいですか。

（はい。の声）

●教育長 それでは、会期を本日６月26日の１日間といたします。

●教育長 日程第３、「前回会議録の承認」についてであります。

令和元年５月29日に開会した第８回教育委員会の会議録の

承認についてでありますが、会議録署名委員の田辺委員、

私がそれぞれ署名済みでありますので、これをもちまして

承認とさせていただきます。

●教育長 日程第４、「会議録署名委員の指名」についてでありま

す。本日の会議録署名委員は、会議規則第17条の規定によ

り、平良木委員を指名いたします。

●教育長 日程第５、議案第44号「厚岸町文化財専門委員会委員の

委嘱について」、議案第45号「厚岸町海事記念館協議会委

員の任命並びに厚岸町郷土館運営審議会委員及び厚岸町太

田屯田開拓記念館運営審議会委員の委嘱について」を一括

議題といたします。職員は、提案理由と議案内容の説明を
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してください。

●生涯学習課 ただ今上程いただきました、議案第44号「厚岸町文化

長 財専門委員会委員の委嘱について」及び議案第45号「厚

岸町海事記念館協議会委員の任命並びに厚岸町郷土館運

営審議会委員及び厚岸町太田屯田開拓記念館運営審議会

委員の委嘱について」、その提案理由と内容をご説明申

し上げます。

はじめに、議案第44号「厚岸町文化財専門委員会委員

の委嘱について」であります。議案書１ページをご覧く

ださい。

厚岸町文化財専門委員会委員は、厚岸町文化財保護条

例第５条第２項の規定により、10名の委員を委嘱してお

りますが、このうち 豊川達憲委員が、本年６月７日に

逝去されたことに伴い、同委員に欠員が生じたことから、

同条例同条第３項の規定により、補欠による委員を次の

とおり委嘱いたしたく、提案するものであります。

氏名、福田美樹夫。

【住所・生年月日等省略】

任期は、同条例同条第３項ただし書きの規定により、

前任者の残任期間とし、令和元年６月26日から令和２年

３月31日までの期間とするものであります。

なお、関係条文及び平成31年４月１日現在の委員名簿

について、次ページに記載しておりますので、参考に供

してください。

続きまして、議案第45号「厚岸町海事記念館協議会委

員の任命並びに厚岸町郷土館運営審議会委員及び厚岸町

太田屯田開拓記念館運営審議会委員の委嘱について」で

あります。議案書３ページをご覧ください。

厚岸町海事記念館協議会委員は、厚岸町海事記念館条

例第６条、厚岸町郷土館運営審議会委員は、厚岸町郷土

館条例第６条、厚岸町太田屯田開拓記念館運営審議会委
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員は、厚岸町太田屯田開拓記念館条例第６条の規定によ

り、それぞれ10名の委員を委嘱しておりますが、このう

ち 豊川達憲委員が、本年６月７日に逝去されたことに

伴い、同委員に欠員が生じたことから、当該各条例の規

定により、補欠による委員を委嘱いたしたく、提案する

ものであります。

なお、住所、氏名、生年月日、性別、職業につきまし

ては、議案第44号と同様ですので、省略させていただき

ます。

任期は、当該各条例の規定により、前任者の残任期間

とし、令和元年６月26日から令和２年３月31日までの期

間とするものであります。委員区分は、厚岸町海事記念

館条例第６条第２項の規定による社会教育であります。

なお、関係条文及び平成31年４月１日現在の委員名簿

について、次ページ以降に記載しておりますので、参考

に供してください。

以上、簡単な説明でございますが、議案第44号及び第

45号の説明とさせていただきます。

ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願い

いたします。

内容は、欠員による文化財専門委員会委員、郷土館運

●教育長 営審議会委員及び太田屯田開拓記念館運営審議会委員の

委嘱と、海事記念館協議会委員の任命についてでありま

す。これから質疑を行います。

（ありません。の声）

なければ、本件を原案のとおり決定してよろしいです

●教育長 か。

（はい。の声）
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では、そのように決定いたします。

●教育長

その他、総体的に何かございますか。

●教育長

（ありませんの声）

以上で、本日の会議日程は全て終了しました。

●教育長 これをもちまして、第９回教育委員会を閉会します。


